
（別紙）

令和２年度以降の格付における加点研修の取扱いについて

１ 加点研修の種別

加点研修は、次のいずれかの分野に分類する。

(1) 技術分野：建設工事の施工技術に関する研修、その他建設業者の技術者など実務従事
者が受講するのが効果的な技術に係る研修

(2) 経営分野：建設業の経営に関する研修、その他建設業者の経営幹部である常勤役員（個
人にあっては、代表者。以下同じ。）が受講するのが効果的な経営分野等

に係る研修

(3) 人権・同和問題分野：人権問題や同和問題に関する研修、その他建設業者の経営幹部
である常勤役員と実務従事者の両方が受講するのが効果的な人権・同和問

題等に係る研修

２ 加点研修の条件

加点研修は、次の条件を具備するものとする。

(1) 次の両方の基準に適合する団体が開催すること。ただし、国及び地方公共団体が開催
する研修は対象としない。

①特定の建設業者に偏らないため、次のいずれにも該当する団体

ア 建設業者ではないこと。

イ 主として建設業者で組織する団体にあっては、鳥取県建設工事入札参加資格者が

１０者以上加入していること。

②独立性と責任能力を有する、次のいずれかに該当する団体

ア 法人格を有する団体

イ 法人格はないが団体としての組織を有し、代表の方法、総会の運営、財産の管理

など団体としての主要な点が確定しており、多数決による意思決定を行い、構成員

が変わってもそれ自体は存続する団体

(2) 研修の内容が次の基準に適合すること。
①研修時間が２時間以上あること（他の研修分野と連続して行う場合は、その分野の研

修だけで２時間以上あること）。

②受講者が２０名以上いること。

・日時や場所を変えて同一の分野で研修を行う場合は、その各研修ごとに２０名以上

いること。ただし、実技を伴う研修の場合で、日時や場所を変えて同一内容の研修を

実施する場合、全体として受講者が２０名以上であれば、要件を満たすものとする。

・web 開催等集合によらない方法で実施する場合は、各研修ごとに２０名以上参加し
ていることが確認できる手段をあらかじめ定め、実施すること。

③主として建設業者で組織する団体が開催する研修にあっては、当該団体を組織する建

設業者の役職員を講師等としないこと。

(3) 研修に関し次のような対応が行えること。
①１の(1)の研修については、当該研修の受講が技術力の向上等に結び付く発注工種を明
確にすること。

②研修の効果を測定するため、終了後に受講者に対するテストを実施し、その結果を県

土整備部長に報告すること。

③県土整備部長において加点研修として決定された後、受講者に対して加点対象として

認められたか否かを知らせること。

(4) 次に掲げる期間中に開催すること。

当該加点研修を加点とする格付の日の属する年の前年及び前々年

３ 加点予定研修の登録申請



(1) 申請書類
加点予定研修登録申請書（様式第１号）に、主として建設業者で組織する団体にあっ

ては構成員一覧表（様式第２号）を添えて、県土整備部県土総務課に提出すること。

なお、申請様式は鳥取県のホームページ（とりネット）及び、とっとり電子申請サー

ビス（鳥取県）に掲載しているので、ダウンロードして使用すること。

(2) 提出期間

研修を開催する年の前年の９月１日から１０月３１日まで

(3) 提出方法
とっとり電子申請サービス（鳥取県）により提出すること（郵送、持参は不可）。な

お、添付できるファイルの容量は２０ MBまでとする。
４ 加点予定研修の登録

３による申請のあった研修のうち、２の条件を具備すると見込まれるものは、加点予定

研修として登録し、その旨を申請者に通知するとともに、登録された加点予定研修の一覧

表を作成し、鳥取県のホームページに掲載する。

５ 実績報告等

(1) 加点予定研修の開催団体は、研修終了日の翌日から６０日を経過した日、または研修
終了日の属する年の翌年の１月３１日のうち、いずれか早い日までに加点予定研修の結

果を、下記①から⑤を添付しとっとり電子申請サービス（鳥取県）により、県土整備部

長に報告すること。

①研修実績報告書（様式第３号）（Excelファイルにより提出）
②受講者名簿（様式第４号）（Excelファイルにより提出）
③研修で使用したテキスト（原則データファイルにより提出）

④テスト問題等（PDFファイルにより提出)
⑤（集合による研修の場合）研修実施時の写真（参加者数が確認できるような研修写真）

(PDFファイルにより提出)
（集合によらない研修の場合）研修実施手順の説明書（様式任意）などの具体的な実

施状況が確認できる書類（PDFファイルにより提出）
①②の様式は、鳥取県ホームページ（とりネット）及び、とっとり電子申請サービス（鳥

取県）に掲載しているので、ダウンロードして使用すること。

(2) 報告方法は、３の(3)の方法による。
(3) (1)により報告のあった加点予定研修のうち、２の条件を具備することが確認されたも
のは、加点研修として決定し、その旨を当該研修の開催団体に通知するとともに、加点

研修の一覧表を作成し、鳥取県発注工事等の情報公開のホームページに掲載する。

６ 格付加点の方法

(1) ５の(3)により決定された加点研修の受講者のうち、研修終了後のテストにより研修の
効果があったと認められた者（以下「対象受講者」という。）が当時所属していた有資

格者に対して、受講者を会員等に限定した研修については１研修につき３点、限定しな

い研修については１研修につき４点をそれぞれの格付工種（当該研修の受講が技術力の

向上等に結び付くとしてあらかじめ県土整備部長が認めた格付工種に限る。）に加点す

る。この場合において、同一の研修で２人以上の役職員が対象受講者となったときは、

１の(1)の研修以外の研修については当該点数しか加点しないが、１の(1)の研修につい
ては当該点数の倍の点数を加点する。

(2) 加点対象となる対象受講者は、１の(2)にあっては、有資格建設業者の常勤役員、それ
以外にあっては有資格建設業者に属する役職員とする。

(3) 加点研修に係る格付加点は、その役職員が１に分類する研修のそれぞれ１以上の研修
で対象受講者となっている有資格建設業者に限り、発注工種ごとに３０点を上限として

行う。


